
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年３月23日

鳥取県人事委員会委員長 曽 我 紀 厚

鳥取県人事委員会規則第６号

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和31年鳥取県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（手当の支給の特例） （手当の支給の特例）

第４条 略 第４条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 次に掲げる特殊勤務手当（手当の額が日額により ４ 次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務等に従

定められているものに限る。）の支給される業務、 事した時間が１日について４時間に満たない場合に

作業等に従事した時間が１日について４時間に満た おけるその日の当該特殊勤務手当の額は、それぞれ

ない場合におけるその日の当該特殊勤務手当の額 条例に規定する額に100分の60を乗じて得た額とす

は、それぞれ条例に規定する額に100分の60を乗じ る。

て得た額とする。

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略

（勤務実績簿） （勤務実績簿）

第５条 任命権者（その委任を受けた者を含む。） 第５条 任命権者（その委任を受けた者を含む。）

は、職員に対し特殊勤務（条例の規定により特殊勤 は、職員に対し特殊勤務（条例の規定により特殊勤

務手当の支給される業務、作業等に係る勤務をい 務手当の支給される業務等に係る勤務をいう。）を

う。）を命じたときは、人事委員会が定める様式の 命じたときは、人事委員会が定める様式の特殊勤務

特殊勤務実績簿に所要事項を記入し、これを保管し 実績簿に所要事項を記入し、これを保管しなければ

なければならない。 ならない。

附 則

この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第４条第４項の改正規定（「業務等」を「業務、作業

等」に改める部分に限る。）及び第５条の改正規定は、公布の日から施行する。




